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自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

実地指導自主点検調書　（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）
事業所名 記入担当者名 記入日　　　　　年　　月　　日

基準の内容（指導項目） 当日確認書類

人員 管理者 常勤・専従の管理者を置いているか。 はい ・ いいえ 兼務の場合の職務内容
職務内容を記載

勤務体制表、勤務記録

看護職員の配置数 人
　　勤務体制表、勤務記録、

資格証、雇用契約書等

介護職員の配置数 人 同上

常勤職員
従業者のうち、常勤職員を１人以上配置
しているか。 はい ・ いいえ 常勤職員の氏名

勤務体制表、勤務記録、
雇用契約書等

設備 設備

事業運営上必要な広さを有する専用の
区画を設けているか。 はい ・ いいえ 現場確認

手指を洗浄するための設備等感染症予
防に配慮したものが備えられているか はい ・ いいえ 同上

運営 ①運営規程の概要 あり　・　なし

②勤務体制 あり　・　なし

③事故発生時の対応 あり　・　なし

④苦情処理の体制 あり　・　なし

⑤第三者評価の実施状況 あり　・　なし

契約書は適正に締結されているか。 はい ・ いいえ 契約書に利用者の押印があるか あり　・　なし 契約書

重要事項説明書と契約書は区分されて
いるか。 はい ・ いいえ 重要事項説明書、契約書

提供拒否の禁止
正当な理由なくサービスの提供を拒ん
でいないか。 はい ・ いいえ 提供拒否時の理由

拒否理由を記載

利用申し込み受付簿等

提供困難時の対応

サービスの提供が困難な場合、居宅介
護支援事業者への連絡、他の事業者等
の紹介その他必要な措置を速やかに講
じているか。

はい ・ いいえ 他の事業者への紹介方法

紹介方法を記載

紹介に関する記録等

受給資格確認

被保険者証により、被保険者資格、要
介護認定の有無及びその有効期限を確
認しているか。

はい ・ いいえ 確認内容の記録先

記録先を記載

確認内容の記録

要介護認定申請援助

サービスの提供の開始に際し、要介護
認定等の申請が行われていない場合
は、利用申込者の意向を踏まえて速や
かに申請が行われるよう必要な援助を
行っているか。

はい ・ いいえ 具体的な援助の方法

援助方法を記載

申請援助に関する記録

同上・ いいえ

重要事項説明書

確認事項

従業者の員数

・看護職員の員数は１以上か。
・介護職員の員数
→(訪問入浴介護）　　　　　　 ２以上か。
→(介護予防訪問入浴介護)　１以上か。

はい ・ いいえ

指定基準 適　否

備品

サービス提供に係る
説明及び同意

重要事項説明書等を交付して説明を行
い、同意を得ているか。

はい ・ いいえ

訪問入浴の提供に必要な浴槽・車両等
の設備を備えているか。 はい

自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

運営 　１．　ほとんどの利用者について実施

　２．　一部の利用者について実施

　３．　ほとんど実施されていない

職員証の携行

従業者に職員証や名札等を携行させ、
初回訪問時及び利用者等から求められ
たときに提示しているか。

はい ・ いいえ 職員証、名札等

サービスの提供記録

サービスの提供日時、提供した具体的
なサービスの内容、利用者の心身の状
況その他必要な事項を記録し、保存して
いるか。

はい ・ いいえ 訪問入浴介護記録

浴槽等の消毒

利用者の身体に接触する浴槽や器具及
び用品はサービスの提供ごとに消毒し
ているか。 はい ・ いいえ

消毒方法等についてマニュアル
が作成されているか

ある　・　なし
定期消毒の記録、業務マニュア

ル、消毒方法マニュアル

利用料の受領

サービスを提供した際、利用者負担とし
て当該サービスに係る費用基準額の１
割を受領しているか。

はい ・ いいえ
　　サービス提供票、別表、

領収証控

通常の事業実施地域以外での提供の
場合の交通費又は利用者の選定による
特別な浴槽水に係る費用以外の支払を
利用者から受けていないか。

はい ・ いいえ

通常の事業実施地域以外での提
供の場合の交通費又は利用者の
選定による特別な浴槽水に係る費
用を受ける場合があるか。

ある　・　なし
サービス提供票、別表、

領収証控、車両運行日誌等

サービスの提供体制

サービス提供は、原則として１回の訪問
につき、看護職員１人及び介護職員２人
をもって実施しているか。 はい ・ いいえ

サービス提供票、別表、
領収証控、車両運行日誌等

資格証（修了証）

証明書の交付

法定代理受領サービスに該当しない
サービスの利用料の支払いを受けた場
合（利用者10割負担）は、「サービス提
供証明書」を利用者に対して交付してい
るか。

はい ・ いいえ サービス提供証明書控

下記の内容が定められている
①事業の目的及び運営の方針 あり　・　なし

②従業者の職種、員数及び職務の内
容 あり　・　なし

③営業日及び営業時間 あり　・　なし

④指定(介護予防）訪問入浴介護の内
容及び利用料その他の費用の額

あり　・　なし

⑤通常の事業の実施地域 あり　・　なし

⑥サービスの利用にあたっての留意事
項

あり　・　なし

⑦緊急時における対応方法 あり　・　なし

⑧その他運営に関する重要事項 あり　・　なし

はい ・ いいえ 運営規程

サービス担当者会議の参加状況心身の状況等の把握

居宅介護支援事業者が開催するサービ
ス担当者会議等を通じ、利用者の状況
等の把握に努めているか。 はい ・ いいえ 利用者状況把握に関する記録

事業所ごとに運営規程を定めている
か。

運営規程



自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

運営
従業者の勤務体制を月ごとに定めてい
るか。 はい ・ いいえ

必要事項（日々の勤務時間、職務
内容、常勤・非常勤の別、兼務関
係等）が記載されているか

いる　・　いない 勤務体制表、雇用契約書等

人権擁護推進員 職種　　　　　　　　氏名 辞令等
人権擁護に関する研修を年１回
以上実施しているか。

いる　・　いない 研修の記録等

内部研修の実施回数 直近１年間で　　　　　　　　　　回開催

　　　　　　　 実施記録 あり　・　なし
外部研修の参加人数 直近１年間で延べ　　　　　　　人出席

　　　　　　　 参加記録 あり　・　なし

衛生管理等
従業者の清潔の保持及び健康状態に
ついて必要な管理を行っているか。 はい ・ いいえ 健康診断の実施 あり　・　なし 健康診断の記録等

①運営規程の概要 あり　・　なし

②従業者の勤務体制 あり　・　なし

③利用料 あり　・　なし

④事故発生時の対応 あり　・　なし

⑤苦情処理の体制 あり　・　なし

従業者の利用者等に係る秘密保持につ
いて、従業者の退職後も含め、必要な
措置を講じているか。

はい ・ いいえ
就業時にどの書類で定めている
か

取り決め書類を記載

就業時の取り決め等の記録

サービス担当者会議等において利用者
等の個人情報を用いる場合の同意を文
書にて得ているか。

はい ・ いいえ 利用者の同意書等

居宅介護支援事業者
に対する利益供与の
禁止

居宅介護支援事業者又はその従事者
に対し、利用者に対して特定の事業者
によるサービスを利用させることの対象
として、金品その他の財産上の利益を
供与していないか。

はい ・ いいえ
現時点での利用者を担当する
居宅介護支援事業所の数

事業所 サービス提供票、別表

緊急時等の対応
サービスの提供中に利用者に急変が生
じた場合の緊急連絡体制が定められて
いるか。

はい ・ いいえ 協力医療機関名称・所在地

医療機関名称・所在地を記載

契約書、緊急時対応マニュアル等

苦情に対する措置が講じられているか。 苦情相談窓口があるか あり　・　なし

処理体制が定められているか あり　・　なし

処理記録が整備されているか あり　・　なし

連絡体制が整備されているか あり　・　なし

事故記録が整備されているか あり　・　なし

再発防止策が講じられているか あり　・　なし

損害賠償保険に加入しているか いる　・　いない

会計の区分 事業ごとに会計が区分されているか。 はい ・ いいえ 会計関係書類

従業者、設備、備品及び会計に関する
諸記録を整備しているか。

はい ・ いいえ

・サービス提供記録
・市町村の通知に係る記録
・苦情に係る記録
・事故に係る記録

各種保存書類

サービスを提供した日から５年間保存し
ているか。 はい ・ いいえ 各種保存書類

事故処理体制を定めた書類
事故に関する記録
損害賠償保険証書

いいえ

人権擁護推進員を任命しているか。
はい ・ いいえ

はい いいえ 現場確認

勤務体制の確保

従業者の資質向上のために、研修の機
会を確保しているか。

はい ・

・

記録の整備

苦情処理体制を定めた書類、
苦情に関する記録

掲示

事業所の見やすい場所に必要な事項が
掲示されているか。

秘密保持等

苦情処理の体制 はい ・

いいえ

研修の記録等

いいえ

・

事故発生時の対応

事故発生時における対応体制が整備さ
れているか。

はい

自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

介護サービス情報の
公表制度

介護サービス情報の公表制度におい
て、毎年報告の更新を行っているか。
（対象事業所のみ）

はい ・ いいえ 公表中画面のコピー

介　護
報　酬

介護報酬の算定
利用者の身体状況を確認した結果、入
浴を見合わせた場合に報酬請求してい
ないか。

はい ・ いいえ
介護給付費明細書

サービス提供票、別表
サービス提供の記録

掃除等の生活援助サービスと同一時間
帯に実施した訪問入浴について報酬請
求していないか。

はい ・ いいえ
介護給付費明細書

サービス提供票、別表
サービス提供の記録

あり ・ なし
　サービス提供体制加算の届出
をしているか。

はい　・　いいえ

あり ・ なし

　全ての訪問入浴介護従業者
に対し、訪問入浴介護従業者毎
に研修計画を作成し、当該計画
に従い、研修を実施又は実施を
予定しているか。

はい　・　いいえ

あり ・ なし

　利用者に関する情報若しくは
サービス提供に当たっての留意
事項の伝達又は当該事業所に
おける訪問入浴介護従業者の
技術指導を目的とした会議を定
期的(概ね月に1回以上)に開催
し、その開催状況の概要につい
て記録しているか。

はい　・　いいえ

あり ・ なし

　全ての訪問入浴介護従業者
に対し、健康診断を定期的(少な
くとも1年以内毎に1回）に実施し
ているか。

はい　・　いいえ

あり ・ なし

訪問入浴介護従業者の総数
のうち介護福祉士の占める割合
が30%(40%)以上又は介護福祉
士、実務者研修終了者、介護職
員基礎研修課程修了者の占め
る割合が50%(60%)以上である
か。

はい　・　いいえ

　
加算

サービス提供体制強化加算

介護給付費明細書
サービス提供票、別表
サービス提供の記録

研修の記録等
会議記録
勤務記録

健康診断の記録
資格証（修了証）

職員割合が確認できる書類



自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

介　護
報　酬

利用者の身体状況に支障を生ずるおそ
れがない場合

あり ・ なし

　利用者の身体状況に支障を生
ずるおそれがないと認められる
場合に、主治医の意見を確認し
たうえで、介護職員３人(介護予
防訪問入浴は２人）が訪問入浴
介護を行った場合、所定単位数
の95％に相当する単位数を算
定しているか。

はい　・　いいえ

介護給付費明細書
サービス提供票、別表
サービス提供の記録

主治医の意見書
資格証（修了証）

利用者の心身状況により入浴を見合わ
せ、部分浴等を行った場合

あり ・ なし

利用者の心身状況から全身入
浴が困難であり、部分浴、清拭
を行った場合、所定単位数の
70％に相当する単位数を算定し
ているか。

はい　・　いいえ

介護給付費明細書
サービス提供票、別表
サービス提供の記録

利用者状況把握に関する記録

①事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内若しくは事業所と
同一の建物に居住する利用者
に対し、訪問入浴介護を行った
場合、所定単位数の90％に相
当する単位数を算定している
か。

はい　・　いいえ

②上記の建物のうち、当該建物
等に居住する利用者の人数が１
月あたり50人以上の場合、所定
単位数の85％に相当する単位
数を算定しているか。

はい　・　いいえ

③上記以外の範囲に所在する
建物に居住する者に対し、訪問
入浴介護を行った場合、所定単
位数の90％に相当する単位数
を算定しているか。
（当該建物に居住する利用者の
人数が１月あたり20人以上の場
合）

はい　・　いいえ

あり ・ なし

介護給付費明細書
サービス提供票、別表

居宅サービス計画
サービス提供の記録

利用者数が確認できる書類

　
減算

集合住宅に居住する利用者の減算

自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

介　護
報　酬 加算

介護職員処遇改善加算の届出
をしているか。

はい　・　いいえ

①介護職員の賃金（退職手当を
除く。）の改善に要する費用の
見込額（賃金改善に伴う法定福
利費等の事業主負担分の増加
分を含むことができる。）が介護
職員処遇改善加算の算定見込
額を上回る賃金に関する改善
計画を策定し、その計画に基づ
き適切な措置を講じているか。

はい　・　いいえ

②①の賃金改善に関する計画、
当該計画の実施期間及び実施
方法その他介護職員の処遇改
善の計画等を記載した介護職
員処遇改善計画を作成し、全て
の介護職員に周知した上で県
へ届け出ているか。

はい　・　いいえ

③介護職員処遇改善加算の算
定額に相当する賃金改善を実
施しているか。
※経営の悪化等により、やむを
得ず賃金水準を引き下げた上
で、賃金改善をした場合は、そ
の内容について県へ届け出て
いるか。

はい　・　いいえ

④事業年度ごとに介護職員の
処遇改善に関する実績報告書
を県へ提出しているか。

はい　・　いいえ

⑤算定日が属する月の前１２月
間において、労働基準法、労働
者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険
法その他の労働に関する法律
に違反し、罰金以上の刑に処せ
られていないか。

はい　・　いいえ

⑥当該事業所において、労働保
険料の納付が適正に行われて
いるか。

はい　・　いいえ

介護職員処遇改善加算＜
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)共通＞

あり ・ なし

介護職員処遇改善計画書
介護職員処遇改善実績報告書

労働保険料の納付が確認できる書類
就業規則が確認できる書類
賃金体系が確認できる書類

キャリアパス要件が確認できる書類
研修の記録等

給与明細
賃金改善が確認できる書類

介護職員処遇改善加算総額のお知らせ
区分支給限度額基準を超えたサービスに

係る加算額が分かる資料



自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

介　護
報　酬

加算 ①下記の全ての要件を満たして
いるか。（キャリアパス要件Ⅰ）

ア：介護職員の任用の際におけ
る職位、職責又は職務内容等に
応じた任用等の要件(介護職員
の賃金に関するものを含む。)を
定めている。

イ：アに掲げる職位、職責又は
職務内容等に応じた賃金体系
(一時金等の臨時的に支払われ
るものを除く。)について定めて
いる。

ウ：ア及びイの内容について就
業規則等の明確な根拠規定を
書面で整備し、全ての介護職員
に周知している。

はい　・　いいえ

②下記の全ての要件を満たして
いるか。（キャリアパス要件Ⅱ）

ア：介護職員の職務内容等を踏
まえ、介護職員と意見を交換し
ながら、資質向上の目標及びa
又はbに掲げる具体的な計画を
策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保し
ている。
　a：資質向上のための計画に
沿って、研修機会の提供又は技
術指導等を実施(OJT、OFF-JT
等)するとともに、介護職員の能
力評価を行っている。
　b：資格取得のための支援(研
修受講のための勤務シフトの調
整、休暇の付与、費用(交通費、
受講料等)の援助等)を実施して
いる。

イ：アについて、全ての介護職
員に周知している。

はい　・　いいえ

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） あり ・ なし 同上

自主点検調書（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項指定基準 適　否

介　護
報　酬

加算

③下記の全ての要件を満たしている
か。（キャリアパス要件Ⅲ）

ア　介護職員について、経験若しくは資
格等に応じて昇給する仕組み又は一
定の基準に基づき定期に昇給を判定
する仕組みを設けていること。具体的
には、次のaからcまでのいずれかに該
当する仕組みであること
　
 a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じ
て昇給する仕組みであること

b 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」
などの取得に応じて昇給する仕組みで
あること。ただし、介護福祉士資格を有
して当該事業所や法人で就業する者に
ついても昇給が図られる仕組みである
ことを要する。

c 一定の基準に基づき定期に昇給を判
定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果
に基づき昇給する仕組みであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件
が明文化されていることを要する。

イ　アの内容について、就業規則等の
明確な根拠規定を書面で整備し、全て
の介護職員に周知していること

はい　・　いいえ

④平成27年4月から届出を要す
る日の属する月の前月までに実
施した処遇改善(賃金改善を除
く.。)の内容を全ての介護職員に
周知しているか。（職場環境等
要件）

※介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
又は（Ⅳ）を算定する場合は、平
成27年4月を平成20年10月と読
み替える。

はい　・　いいえ

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） あり ・ なし 同上


